
「マルチステークホルダー方針」 

 

当社は、企業経営において、お客様、従業員・その家族、株主・投資家、取引先、地球環境、国際社会・地域

社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホ

ルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。その上で、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・

成果について、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、賃金引上げのモメンタムの維持や経済の

持続的発展につながるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏まえ、以下の取

組を進めてまいります。 

記 

１．従業員への還元  

当社は、経営資源の成長分野への重点的な投入、従業員の能力開発やスキル向上等を通じて、持続的な成長

と生産性向上に取り組み、付加価値の最大化に注力します。その上で、生み出した収益・成果に基づいて、

「賃金決定の大原則」に則り、自社の状況を踏まえた適切な方法による賃金の引上げを行うとともに、それ以

外の総合的な処遇改善としても、従業員のエンゲージメント向上や更なる生産性の向上に資するよう、教育訓

練等を中心に積極的に取り組むことを通じて、従業員への持続的な還元を目指します。 

（個別項目） 

具体的には、賃金の引上げについては、経済環境や当社の経営状況を踏まえて労働組合と真摯な協議を行

い、適切な還元を行ってまいります。教育訓練等については、人財育成の基本方針に、「事業の変革と創造を

担う人財の確保・育成」、「社員のパフォーマンスを最大化する仕組みと自由闊達な企業風土」、「健康経営の推

進」を３つの柱とする人財戦略を定め、高い士気と誇りを持つ社員の成長を支援し、自由闊達な企業風土の醸

成に引き続き取り組んでまいります。 

２．取引先への配慮  

当社はパートナーシップ構築宣言の内容遵守に、引き続き、取り組んでまいります。 

なお、パートナーシップ構築宣言の掲載が取りやめとなった場合、マルチステークホルダー方針の公表を自

主的に取り下げます。 

パートナーシップ構築宣言のＵＲＬ 

【 https://www.biz-partnership.jp/declaration/20574-04-00-tokyo.pdf 】 

３．その他のステークホルダーに関する取組  

当社は、再生可能な自然資源である「木」を軸として川上から川下まで幅広い領域でグローバルに事業活動

を行っているため、様々なステークホルダーと関わりがあります。直接的・間接的に影響しあう関係性を考慮

しながら事業活動を行うことはもとより、常にコミュニケーションを重視し、その期待や要請に誠実に応える

べく取り組んでまいります。詳しくは下記 URL の当社ステークホルダーエンゲージメントをご参照くださ

い。 

【 https://sfc.jp/information/sustainability/management/stakeholder.html 】 

 

これらの項目について、取組状況の確認を行いつつ、着実な取組を進めてまいります。 

以上 

 

令和７年１月 31 日 

        住友林業株式会社       代表取締役副社長 川田 辰己                      

https://www.biz-partnership.jp/declaration/20574-04-00-tokyo.pdf
https://sfc.jp/information/sustainability/management/stakeholder.html

